
番号
1 観音寺市 有形文化財 書蹟 讃岐国七宝山八幡琴引宮縁起 観音寺市八幡町１－２－７ 観音寺 昭和４１年　１月１３日
2 有形文化財 絵画 浄土九品曼荼羅図 観音寺市八幡町１－２－７ 観音寺 昭和５３年１２月１９日
3 有形文化財 彫刻 金剛界大日如来坐像 観音寺市八幡町１－２－７ 観音寺 昭和４１年　１月１３日
4 有形文化財 工芸 懸仏 観音寺市高屋町 宝珠寺 昭和４１年　１月１３日
5 有形文化財 彫刻 五百羅漢像 観音寺市室本町 蓮光院 昭和５３年１２月１９日
6 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来三尊像 観音寺市高屋町 宝珠寺 昭和４１年　１月１３日
7 有形文化財 歴史資料 豊田郡姫郷内木之郷村検地帳 観音寺市坂本町 観音寺市 昭和４６年　３月２６日
8 有形文化財 書蹟 弘化録 観音寺市八幡町１－２－７ 観音寺 昭和５３年１２月１９日
9 有形文化財 民俗 仏足石 観音寺市八幡町 興昌寺 昭和４１年　１月１３日

10 史跡 史跡 丸山古墳 観音寺市室本町 厳島神社 昭和４５年　３月１２日
11 史跡 史跡 興昌寺山古墳 観音寺市八幡町 興昌寺 昭和４５年　３月１２日
12 史跡 史跡 青塚古墳 観音寺市原町 厳島神社 昭和４５年　３月１２日
13 史跡 史跡 鑵子塚古墳 観音寺市池之尻町 観音寺市 昭和４６年　３月２６日
14 史跡 史跡 一夜庵 観音寺市八幡町 興昌寺 昭和４１年　１月１３日
15 天然記念物 天然記念物 有明浜の海浜植物群落 観音寺市室本町 国ほか 昭和４４年　１月１６日
16 有形文化財 書跡 山崎宗鑑遺墨 観音寺市八幡町 興昌寺 平成１５年　３月２０日
17 民俗文化財 無形民族 御門弓 観音寺市室本町 御門弓なぬかびさん保存会 平成１５年　３月２０日
37 大野原町 有形民俗文化財 考　古 赤岡山古墳群の出土品 大野原町大字中姫42 高橋和広 昭和４９年　６月１５日
38 有形民俗文化財 考　古 椀貸塚出土品（土器・馬具・釘・鉄鏃） 大野原町大字中姫1189-3（中学校） 教育委員会 昭和４８年　３月　６日 
39 有形民俗文化財 考　古 安井大寺跡出土品（古瓦・古銭） 大野原町大字中姫1189-3（中学校） 教育委員会 昭和４８年　３月　６日 
40 有形民俗文化財 考　古 田野々窯跡出土人形 大野原町大字中姫1189-3（中学校） 教育委員会 昭和４８年　３月　６日 
41 有形民俗文化財 考　古 小森塚古墳群出土品 大野原町大字中姫1189-3（中学校） 教育委員会 昭和４８年　３月　６日 
42 有形民俗文化財 考　古 神田古墳付近出土弥生式土器 大野原町大字中姫1189-3（中学校） 教育委員会 昭和４８年　３月　６日 
43 有形民俗文化財 考　古 池ノ内出土土器 大野原町大字中姫1189-3（中学校） 教育委員会 昭和４８年　３月　６日 
44 有形民俗文化財 考　古 赤岡山古墳出土銅鐶・曲玉・銅鏡・須恵器 大野原町大字中姫1189-3（中学校） 教育委員会 昭和４８年　３月　６日 
45 天然記念物 天然記念物 法泉寺のラカンマキ 大野原町大字五郷田野々224-2 法　泉　寺 昭和５５年　３月１１日
46 天然記念物 天然記念物 内野々観音堂のモッコク 大野原町大字五郷内野々171 観　音　堂 昭和５３年１２月　１日
47 有形民俗文化財 彫　刻 千手観音坐像 大野原町大字萩原323-1 観　音　堂 昭和５８年　６月２８日
48 有形民俗文化財 彫　刻 地蔵菩薩半跏像 大野原町大字丸井502 十　輪　寺 昭和５８年　６月２８日
49 有形文化財 彫　刻 十王像 大野原町大字丸井502 十　輪　寺 昭和５８年　６月２８日
50 有形民俗文化財 建造物 萩原寺仁王門 大野原町大字萩原2742 萩　原　寺 昭和５８年　６月２８日
51 有形民俗文化財 建造物 隋神門 大野原町大字大野原1931 大野原八幡神社 昭和５８年　６月２８日
52 天然記念物 天然記念物 五郷石砂お観音さん山もみじ 大野原町大字五郷海老済240-1 観　音　堂 平成　２年　２月１５日
53 有形民俗文化財 建築物 大野原八幡神社本殿（附）棟札 大野原町大字大野原1931 大野原八幡神社 平成　４年　２月　１日
54 有形民俗文化財 古文書 名東縣時代の地積図164冊 大野原町大字大野原1260-1 教育委員会 平成　９年　１月２２日
55 有形民俗文化財 古文書 平田家文書290点 大野原町大字大野原1260-1 教育委員会 平成　９年　１月２２日
72 豊浜町 有形文化財 建造物 安永燈籠 1 豊浜町和田浜１５７７－５ 豊浜八幡神社 昭和５８年　７月　１日
73 有形文化財 建造物 道標 1 豊浜町和田浜１２０８ 豊浜町 昭和５７年　４月　１日
74 有形文化財 美術工芸品 木像十二神将立像 1 豊浜町和田浜１２０８ 宗林寺 昭和５７年　４月　１日
75 有形文化財 美術工芸品 大般若波羅蜜多経 1 豊浜町和田浜１２８９－１ 宗林寺 昭和５８年　７月　１日
76 有形文化財 美術工芸品 平形銅鉾 1 豊浜町和田乙１１７ 国祐寺 昭和５７年　４月　１日
77 有形文化財 史跡 院内貝塚 1 豊浜町丙３７－５ 国祐寺 昭和５８年　７月　１日
78 有形文化財 史跡 大木塚 1 豊浜町和田乙１３２５ 豊浜町 昭和６０年　５月　１日
79 有形文化財 史跡 雲岡古墳 1 豊浜町和田甲１６３４ 平井武男 昭和６２年　４月　１日
80 有形文化財 史跡 台山古墳 1 豊浜町和田丙４１－５ 国祐寺 平成　４年　１月　１日

教育部会
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　　　（2）文化財保護協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（3）保存会等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
　　　４　文化振興関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。

　　　１　１市２町の指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
　　　２　文化振興事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
　　　３　文化振興関係団体については、次のとおり取り扱うものとする。
　　　（1）文化協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。

合併協定項目番号 ２３－２７ 合併協定項目名 専門部会名　各種事務事業（文化振興関係）の取扱いについて

市　　　町　　　指　　　定　　　文　　　化　　　財　　　一　　　覧　　　表

市町名

３躯

分科会名 生涯学習分科会

調整方針(案)

指　　定　　日所　　有　　者所　　　　在　　　　地数量

１冊
5冊
1

１幅
1躯
1個

５００躯

区　　分 種　　類 名　　　　　　　称
１幅

14
各１
各１
10

1
1

14
1
1

各１

4
1

164
290

1
1

1
1

1
1



教育部会

　　　（2）文化財保護協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（3）保存会等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
　　　４　文化振興関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。

　　　１　１市２町の指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
　　　２　文化振興事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
　　　３　文化振興関係団体については、次のとおり取り扱うものとする。
　　　（1）文化協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。

合併協定項目番号 ２３－２７ 合併協定項目名 専門部会名　各種事務事業（文化振興関係）の取扱いについて 分科会名 生涯学習分科会

調整方針(案)

番号
1 観音寺市 有形文化財 絵画 絹本著色両界曼荼羅図 観音寺市八幡町1-2-7 観音寺 昭和４４年４月日
2 彫刻 木造大日如来坐像（伝聖観音坐像） 観音寺市八幡町1-2-7 観音寺 昭和４４年４月３日

　　　薬師如来坐像
　　　釈迦如来坐像

3 考古資料 観音寺市室本町出土品 観音寺市有明町甲4028-3 観音寺市 昭和３３年６月５日
4 考古資料 細形銅剣 観音寺市新田町226 大喜多　勇 昭和３５年７月７日
5 天然記念物 日枝神社の樟 観音寺市柞田町丙1074 日枝神社 昭和２９年８月１８日

11 大野原町 無形文化財 民俗文化財 和田・田野々雨乞踊 豊浜町和田 和田雨乞踊保存会 昭和５３年１２月２６日
大野原町五郷田野々 五郷田野々雨乞踊保存会

12 史跡 椀貸塚、角塚及び平塚 大野原町 八幡神社 昭和２８年９月１５日
13 史跡 赤岡山古墳 大野原町中姫38-２ 高橋　実 昭和４９年６月１５日
23 豊浜町 無形文化財 民俗文化財 和田・田野々雨乞踊 豊浜町和田 和田雨乞踊保存会 昭和５３年１２月２６日

大野原町五郷田野々 五郷田野々雨乞踊保存会

番号
1 観音寺市 有形文化財 建造物 重要文化財 観音寺金堂 観音寺市八幡町1-2-7 観音寺 昭和３４年６月２７日
2 絵画 　　　〃 絹本著色琴弾宮絵縁起 観音寺市八幡町1-2-7 観音寺 明治３４年３月２７日
3 〃 　　　〃 絹本著色琴弾八幡本地仏像 観音寺市八幡町1-2-7 観音寺 明治３４年３月２７日
4 〃 　　　〃 絹本著色不動二童子像 観音寺市八幡町1-2-7 観音寺 明治３４年３月２７日
5 彫刻 　　　〃 木造涅槃仏像 観音寺市八幡町1-2-7 観音寺 明治３４年３月２７日
6 名勝 琴弾公園 観音寺市有明町 香川県ほか（観音寺市） 昭和１１年１２月１６日
7 天然記念物 円上島の球状ノーライト 観音寺市伊吹町 観音寺市 昭和９年１２月２８日
9 大野原町 有形文化財 絵画 重要文化財 絹本著色観経曼荼羅図 大野原町萩原2742 萩原寺 大正８年８月８日

10 　〃 　　　〃 絹本著色法華曼荼羅図 大野原町萩原2742 萩原寺 昭和４２年６月１５日
11 書跡 　　　〃 彩絹墨書急就章 大野原町萩原2742 萩原寺 大正５年５月２４日

　　　附　　護寺院隆光記　　１巻
　　　　　　南谷筆急就篇加点　　１巻
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市町名 区　　分 種　　類 種　　別 指　　定　　日名　　　　　　　称 数量 所　　　　在　　　　地

数 　量 所 　　　在　　　　地

三口

２幅
３躯

６個

１棟
１幅
１幅

１巻

１幅
１躯

１幅
１幅

県　　　指　　　定　　　文　　　化　　　財　　　一　　　覧　　　表
所　　有　　者

国 　　指 　　定 　　文 　　化 　　財 　　一 　　覧 　　表
所 　有 　者 指 　定 　日市町名 区 　分 種　　類 種　　別 名 　　　　　　称



文化振興事業 市文化祭 町文化展 町文化祭

１．目的 １．目的 1.目的
市民文化の向上、創作活動作品の公開 町における健全な文化の育成・発展をはかる 成人教室、文化協会加入団体、児童・生徒、一般募集の
市の芸術文化の普及と振興を図る 作品を発表することにより、生涯学習のまちづくり推進

に、住民意識のならなる高揚を図る。

２．開催日 ２．開催日 2.開催日
   毎年１１月３日（文化の日）を含む３日間 11月2・3・4日（4日は12時まで） 毎年１１月３日（文化の日）を含む３日間

３．参加団体 ３．参加団体 3.参加団体
　市文化協会加入団体 町文化協会文化展部門・町民・町内勤務の方 町文化協会、成人教室、町民・町内に勤務されている方、
　（書道・写真・陶芸・洋画・南画・墨絵（日本画）・ 各種団体

 　  木彫は公募作品も出展）

４．運営委員会 ４．運営委員会 4.運営委員会
　市文化協会常任理事及び加入団体理事等 町文化協会役員・参加団体の代表者 町文化協会加入各部門代表者、成人教室の代表者、

  学校関係者

５．参加部門 ５．参加部門 5.参加部門
　書道・写真・華道・陶芸・ちぎり絵・皮革工芸・ 絵画、工芸、彫刻、写真、書道、陶芸、華道、手芸、 菊花、生華、彫刻、盆栽、陶芸、写真、俳句短冊、短歌、

   押し花・小品盆栽・アートフラワー・和紙人形・ 盆栽、お茶席、囲碁、太鼓演奏、短歌、俳句、漢文連句 手織、川柳、切り絵、ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ、書道、絵画、手芸、
   洋画・組紐・南画・墨絵（日本画）・木彫・篆刻 作品集、小中学生の習字、ポスター、技家作品、健全育 ｱｰﾄﾌﾗﾜｰ、ちぎり絵、手作り絵本、和紙人形、児童･生徒
   成・人権同和等のポスター･習字入選作品、埋蔵文化財、 作品展等、健康展、お茶会、ミニ手話教室、各種団体催

町史編さん資料 物（11団体）

６．会場 ６．会場 6.会場
　観音寺市中央公民館ほか 大野原町スポーツセンター、大野原町中央集会場、 豊浜町文化会館、豊浜町福祉会館、ふれあい会館

中央公民館

７．主催 ７．主催 7.主催
　観音寺市市文化協会 大野原町文化協会、大野原町文化財保護協会、 主催 豊浜町

町史編さん室 主管 豊浜町教育委員会、豊浜町文化協会、
　　　豊浜町立中央公民館
後援 豊浜町文化財保護協会

－
8
5
－

合併協定項目番号

調整方針(案)

合併協定項目名

観　　音　　寺　　市

　　　（1）文化協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（2）文化財保護協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（3）保存会等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

項　　　目

　　　４　文化振興関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。

　各種事務事業（文化振興関係）の取扱いについて 教育部会２３－２７

大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町

専門部会名

　　　１　１市２町の指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
　　　２　文化振興事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
　　　３　文化振興関係団体については、次のとおり取り扱うものとする。

分科会名 生涯学習分科会



合併協定項目番号

調整方針(案)

合併協定項目名

観　　音　　寺　　市

　　　（1）文化協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（2）文化財保護協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（3）保存会等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

項　　　目

　　　４　文化振興関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。

　各種事務事業（文化振興関係）の取扱いについて 教育部会２３－２７

大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町

専門部会名

　　　１　１市２町の指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
　　　２　文化振興事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
　　　３　文化振興関係団体については、次のとおり取り扱うものとする。

分科会名 生涯学習分科会

市芸能発表会 町芸能祭 町芸能発表会

１ 目的 １．目的 １ 目的
　市民文化の向上、創作活動の発表 町における健全な文化の育成・発展を図る。 地域の芸能・音楽等文化の振興を図る活動の発表機会
　市の芸術文化の普及と振興を図る の提供

２ 開催日 ２．開催日 ２ 開催日
　毎年10月25日頃・11月１日～11月3日・11月9日頃 毎年2月28日 文化祭の前後の日曜日を町民カラカケ祭りと交互に開催

   

３ 参加団体 ３．参加団体 ３ 参加団体
　市文化協会加入団体（俳句・短歌は公募作品も出展） 町文化協会・特別出演他 町文化協会加入芸能団体、和田雨乞踊保存会、

   新とよはま音頭協賛会、小学校金管バンド等

４ 運営委員会 ４．運営委員会 ４ 運営委員会
　市文化協会常任理事及び加入団体理事等 町文化協会役員・出演団体の代表者 町文化協会加入芸能団体、参加協力団体の代表

   

５ 参加部門 ５．参加部門 ５ 参加部門
　詩吟、合同芸能、謡曲と舞囃子の会、日本舞踊、 舞踊、民舞、民謡、歌謡、三味線、吟詠、大正琴 日舞、民踊、詩吟、詩舞、太極拳、大正琴、コーラス、

   短歌会、宗鑑忌、俳句会、お茶会 筝曲、小学生合奏等、和田雨乞踊又は新とよはま音頭
   は、交互参加

６．会場 ６．会場 ６．会場
　市民会館大ホールほか 大野原町中央集会場 豊浜町文化会館

７．主催 ７．主催 ７．主催
　観音寺市市文化協会 大野原町文化協会 主催 豊浜町

主管 豊浜町教育委員会、豊浜町文化協会、
　　　豊浜町立中央公民館
後援 豊浜町文化財保護協会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
－
8
6
－



合併協定項目番号

調整方針(案)

合併協定項目名

観　　音　　寺　　市

　　　（1）文化協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（2）文化財保護協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（3）保存会等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

項　　　目

　　　４　文化振興関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。

　各種事務事業（文化振興関係）の取扱いについて 教育部会２３－２７

大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町

専門部会名

　　　１　１市２町の指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
　　　２　文化振興事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
　　　３　文化振興関係団体については、次のとおり取り扱うものとする。

分科会名 生涯学習分科会

観音寺市民音楽祭 町民カラオケ祭り

１ 目的 １ 目的
　地域の音楽文化の振興を図る 地域の芸能・音楽等文化の振興を図る
　音楽活動の発表機会の提供 活動の発表機会の提供

２ 開催日 ２ 開催日
　毎年11月　第３日曜日 文化祭の前後の日曜日を芸能発表会と交互に開催

３ 参加団体 ３ 参加団体
　運営委員会で決定（１２団体前後） 町文化協会加入団体の豊浜町歌謡クラブ、

福寿歌謡会の会員と一般募集

４ 運営委員会 ４ 運営委員会
　参加協力団体の代表約１３名 町文化協会加入団体の豊浜町歌謡クラブ、

福寿歌謡会の代表

５ 参加部門 ５ 参加部門
　吹奏楽、合唱 カラオケ

　
６ 会場 ６．会場

　観音寺市民会館大ホール　 豊浜町文化会館

７ 主催 ７．主催
　観音寺市 主催 豊浜町

 主管 豊浜町教育委員会、豊浜町文化協会、
　　　豊浜町立中央公民館
後援 豊浜町文化財保護協会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
－
8
7
－



合併協定項目番号

調整方針(案)

合併協定項目名

観　　音　　寺　　市

　　　（1）文化協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（2）文化財保護協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（3）保存会等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

項　　　目

　　　４　文化振興関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。

　各種事務事業（文化振興関係）の取扱いについて 教育部会２３－２７

大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町

専門部会名

　　　１　１市２町の指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
　　　２　文化振興事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
　　　３　文化振興関係団体については、次のとおり取り扱うものとする。

分科会名 生涯学習分科会

文化振興関係団体 1.名称 1.名称 1.名称
　観音寺市文化協会 　大野原町文化協会  豊浜町文化協会

2.目的 2.目的 2.目的
　文化の発展と文化意識の高揚及び会員相互の  　健全な文化の育成・発展を図るとともに会員相互の  　健全な文化の育成・発展を図るとともに会員相互の

   親睦を図る。  　親睦を図る。  　親睦を図る。

3.組織概要 3.組織概要 3.組織概要
　４８団体 　１８団体 ３１団体

   美術部門、文芸部門、芸能部門、生活文化部門で構成 　会長 　　　１名 町内にある文化団体及びこの会の趣旨に賛同する
　会長１名 　副会長 　　２名 個人をもって組織する。
　副会長３名 　理事 　　若干名  会長（町長）
　常任理事７名 　監事 　　　２名 副会長 ２名、
　事務局　　中央公民館 　事務局員 若干名 理事代表 ３名

監事 ２名
顧問 ６名
事務局 5名

4.活動内容 4.活動内容 4.活動内容
　・市民文化祭 　・地域文化の開発、調査、研究、継承 ・文化協会だより
　・姉妹都市文化交流 　・地域文化発展のための文化団体等の育成、助長 　（加盟団体の紹介・会員募集）
　・県内美術展作品出品 　・講演、講習会、発表会、展覧会等、文化的行事 ・文化祭（作品展・芸能発表会・町民
　・県文化協会交流会に参加等 　・大野原町文化展（年１回） 　カラオケ祭り）の主管開催

　・大野原町芸能祭（年１回） ・加盟クラブ作品展・発表会の後援
　・西讃文化協会展覧会への出品
　・文化研修会当への参加

5.その他 ５．その他 5.その他
　・文化協会年会費１団体　5,000円 　・文化協会年会費１団体 5,000円 　・文化協会年会費１団体 1,000円
　・市文化祭委託金　　　500,000円 　・町からの委託金 　　540,000円 　・町からの委託金 　　920,000円

　・文化協会から各団体  30,000円　　　　　　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
－
8
8
－

　・文化協会から各団体  10,000円～60,000円 　　　　　



合併協定項目番号

調整方針(案)

合併協定項目名

観　　音　　寺　　市

　　　（1）文化協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（2）文化財保護協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（3）保存会等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

項　　　目

　　　４　文化振興関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。

　各種事務事業（文化振興関係）の取扱いについて 教育部会２３－２７

大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町

専門部会名

　　　１　１市２町の指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
　　　２　文化振興事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
　　　３　文化振興関係団体については、次のとおり取り扱うものとする。

分科会名 生涯学習分科会

文化振興関係団体 １.名称 １．名称 １．名称
　観音寺市文化財保護協会 　大野原町文化財保護協会 　豊浜町文化財保護協会

２.構成・組織概要 ２.構成・組織概要 ２.構成・組織概要
　構成人数　　３４２人   構成人数 201名   構成人数 １７０名
　組織概要  組織概要   組織概要
　　役員　（任期２年） 　　役員 　（任期２年） 　役員(任期２年)
　　　会長１名  副会長２名  監査２名  事務局長１名 　　  会長１名 副会長２名 理事８名 　　会長１名 副会長１名 理事若干名
　    理事　若干名  庶務係１名 　　　　　　 　　　監査２名 　顧問１名 世話人３３名 　　監事２名 庶務２名 顧問若干名
　　　　　　　　　 　　　

３.活動状況 ３.活動状況 ３.活動状況
総会 年１回　　 理事会　年２回 　総会 年１回 　理事会 １０回程度 総会 年１回 　役員会 随時
郡内研修、県内研修、県外研修、 　１日研修 年１回（秋季） 町春季臨地研修、秋季臨地研修
ふるさとめぐりの開催（一般対象） 　文化財関係資料収集・資料集作成 県三豊支部春季・秋季臨地研修参加
協会報の発行 夏期研修講演会
文化財の保護及び資料の収集・作成等 文化財に関する調査研究、啓発、普及

資料の作成及び、領布、紹介
その他研修会
町文化財保護協会会報発行（年１回）

４.補助金 ４.補助金 ４.補助金
　　文化財保護協会会報発行補助金 70,000円 　　150,000円 　50,000円

５.会費 　　 ５.会費 　　 ５.会費 　　
　　市　１人　６００円 　　町 １人 ５００円 　　町 １人 ８００円
　　県　１人　９００円 　　県 １人１５００円 　　県 １人１５００円

６.事務内容 ６.事務内容 ６.事務内容
総会に関する事務 　　総会・講演会に関する事務 　協会事務全般
理事会に関する事務 　　理事会に関する事務
会計事務 　　会計事務
各研修会に関する事務 　　各種研修に関する事務
ふるさとめぐりに関する事務 　　その他
その他

６．県文化財保護協会三豊支部関連 6.県文化財保護協会三豊支部関連
　　（１）　構成・組織は町と兼ねる 　　（１）　構成・組織は町と兼ねる
　　（２）　活動内容 　　（２）　活動内容
　　　　　　総会・講演会 年１回　 　　　　　　総会・講演会 年１回

              役員会 年６回 　　　　　　役員会 年６回
　　　　　　１日研修・宿泊研修　各年１回 　　　　　　１日研修・宿泊研修 各年１回
　　　　　　文化財冊子の作成 　　　　　　文化財冊子の作成
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合併協定項目番号

調整方針(案)

合併協定項目名

観　　音　　寺　　市

　　　（1）文化協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（2）文化財保護協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（3）保存会等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

項　　　目

　　　４　文化振興関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。

　各種事務事業（文化振興関係）の取扱いについて 教育部会２３－２７

大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町

専門部会名

　　　１　１市２町の指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
　　　２　文化振興事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
　　　３　文化振興関係団体については、次のとおり取り扱うものとする。

分科会名 生涯学習分科会

保存会 －  1.団体名  1.団体名
 　　大野原龗王太鼓保存振興会 　　　和田雨乞踊保存会

 2.構成・組織内容
2.構成・組織内容 　　構成員

　　事務局を大野原町教育委員会事務局内に置く   　　　同好研修者、趣旨に賛同する同志
　目的 　　役員
　　大野原龗王太鼓の保存、振興,郷土の文化発展に 　　　会長１名 副会長２名 書記１名

 　　寄与すること 　　　会計１名 研修委員長１名
　役員 　　　監査２名
　　会長１名 　副会長２名 　理事若干名 　　役員の選任
　　監事１名 　書記１名 　会計１名 　　　会長・副会長は理事会にて選出

　　　書記・会計・研修委員長は会長
3.１４年度事業計画 　　　が委嘱
（１）各種行事等への参加及び出演 　　事務局
　　　土日祝日を中心に年間１４回程度 　　　（事務所）
（２）後継者の育成 　　　豊浜町教育委員会事務局内
　　　龗王太鼓の伝承、練習及び子ども太鼓の育成 　　会議等

       毎週２時間程度 　　　総会年１回
　　　理事会、役員会は随時

4．補助金 　1000,000円 　 　　理事会の組織
　　　本会役員・各自治会長
　　　各種団体長
　　　研修委員会の組織

 1.団体名 　　　若干名 理事会にて選出
　　大野原音頭保存会 　　　研修委員長・副委員長をおく

　3.活動状況
2.構成・組織内容 　　　雨乞踊の正調とその真髄を研修普及

　　事務局を大野原町教育委員会事務局内に置く   　　  発表会、研修会等の文化的行事の開催
　目的 　　  並びに後継者の養成
　　大野原音頭並びに夢街道を保存するとともに、 　　  年間２５回練習
　　その振興に努め、会員相互の親睦を図り、 　4.会計
　　郷土の文化発展に寄与する。 　　　会費年額 　　200円
　 　　　助成金 　240,000円
　役員
　　会長１名 　副会長１名 　理事若干名 　1.団体名
　　監事２名 　書記１名 　　会計１名 　　　箕浦獅子舞保存会

　2.活動内容
3.１４年度事業計画 　　　研修及び曲うち獅子舞けいこ普及
　　発表会・研修会の開催 　3.会計

　　　助成金 　50,000円
4．補助金 　100,000円 　
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合併協定項目番号

調整方針(案)

合併協定項目名

観　　音　　寺　　市

　　　（1）文化協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（2）文化財保護協会については、合併時に統合されるよう調整に努める。
　　　（3）保存会等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

項　　　目

　　　４　文化振興関係団体への補助金については、新市において統一する方向で調整するものとする。

　各種事務事業（文化振興関係）の取扱いについて 教育部会２３－２７

大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町

専門部会名

　　　１　１市２町の指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
　　　２　文化振興事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整するものとする。
　　　３　文化振興関係団体については、次のとおり取り扱うものとする。

分科会名 生涯学習分科会

保存会 　1.団体名 　1.団体名
　　　田野々雨乞踊保存会 　　　新とよはま音頭協賛会
  2.構成・組織内容
　　　事務局は田野々地区   2.構成・組織内容
　　目的 　　　構成員
　　　大野原町五郷田野々雨乞踊の 　　　　趣旨に賛同する者
　　　保存・振興 　　　役員

　　　　会長１名　副会長４名
　　役員 　　　　監事２名　理事１４名
　　　会長１名　　副会長２名　　書記１名 　　　　指導者５６名　書記・会計各２名
　　　会計１名　　監査２名 　　　役員の選任

　　　　会長・副会長・監事は総会において選任
　3.事業計画 　　　　理事・指導者・書記・会計は会長が委嘱
　　発表会 　　　事務局
　　講習会 　　　（事務所）

　　　　豊浜町教育委員会事務局内
　4.補助金　　25,000円 　　　会議等

　　　　総会年１回　理事会及び
　　　　運営委員会随時

　3.活動状況
　　　　普及のための指導
　　　　継承のための後継者養成
　　　　紹介のための各種発表会出演等
　　　　夏に実施される「豊浜おどり」協力
　　　　指導者相談会
　　　　文化祭芸能発表会　
　　　　その他イベントへの出演

　4.会計
　　　　助成金　　240,000円
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